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都市計画道路六角橋線（六角橋地区）整備事業

（道路局）

【道路-1】事前評価

横浜市公共事業評価委員会に係る道路部会



横浜市公共事業評価【事前評価】

【道路ー１】

都市計画道路六角橋線（六角橋地区）
整備事業

道路局企画課

令和７年１月20日
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六角橋線（六角橋地区）
Ｌ＝約３５０ｍ

東神奈川駅

東白楽駅

白楽駅

環状２号線

横浜上麻生

新横浜通り

六角橋線
：六角橋地区
：事業中区間
：整備済区間
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事業内容
延長約350m （道路新設）

標準幅員15m、２車線、両側歩道

事業スケジュール 令和７年度から令和13年度までを予定
※今後の検討状況により変更になる場合があります。

総事業費 50億円（工事費 9億円、用地・補償費等 41億円）
※今後の検討状況により変更になる場合があります。
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１都市計画道路としての位置付け

当該路線は昭和25年に都市計画決定されており、環状２号線と横浜市中心
部を連絡する新横浜通り（市道三ツ沢鳥山線など）と主要地方道横浜上麻生
を東西方向に接続する重要な路線です。

２ 道路ネットワークおよび歩行者安全空間としての位置付け

地域の骨格的なネットワークを担う道路として、現況交通量の分散ととも
に、新たに歩道を設置した道路を整備することにより、歩行者の安全性の向
上が期待されます。

３ 地震火災対策重点路線としての位置付け

当該区間は、平成26 年３月に制定し、平成27年3月に改正した「横浜市
地震防災戦略における地震火災対策方針」において、重点的に対策を実施す
る「対象地域」に位置しています。

対象地域において、延焼遮断帯の早期形成の観点等から、「地震火災対策
重点路線」として位置付けています。
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１アクセスの向上

当該路線は、環状２号線と横浜市中心部を連絡する新横浜通り（市道三ツ
沢鳥山線など）と主要地方道横浜上麻生を東西方向に接続する道路ネット
ワークの形成に寄与することから、地域拠点へのアクセス性が向上します。

２ 安全性の向上

当該区間に並行する現道（市道片倉六角橋線など）は、複数系統のバスが運
行する路線ですが、歩道がないため、自動車と歩行者が近接している状況で
す。当該区間を整備することで、歩道の設置と交通の分散が図られ、交通安
全性が確保されます。

３ 道路整備による減災効果

地震火災対策重点路線として当該区間を整備し、延焼遮断帯を形成すること
で大規模地震時における延焼被害の軽減を図ります。
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事業の効果（費用便益分析）

6

国土交通省の費用便益分析マニュアル（令和５年）に基づき費用便益比（Ｂ／Ｃ）を算出

B及びCは、現在価値に換算して計算
※社会的割引率は４％
※便益については、走行時間の短縮、走行経費の減少、交通事故の減少を計上しています。
※費用については、道路整備に要する工事費、用地費、補償費、間接経費等を計上しています。

総便益(B) 83億円

総費用(C) 41億円

費用便益比(B/C) ２.０
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環境への配慮

事業手法

• 無電柱化により、防災力・安全性・快適性の向上及び良好な景観
形成を図るよう努めます。

• 公共発注方式によります。

地域の状況
• 「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」は、市民意見
募集を経て策定しています。

• また、事業の実施にあたっては、事業認可取得前に関係地権者及
び周辺地域の方々を対象に説明会等を実施しながら進めます。
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以下、参考資料
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標準断面

※今後変更になる可能性があります。

全幅 15.0ｍ

歩道 ３.0ｍ 歩道 ３.0ｍ
路肩
０.５ｍ

路肩
０.５ｍ

車道 ９.0ｍ
車線
３.0ｍ

車線
３.0ｍ
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地震火災対策重点路線及び候補路線
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神奈川区まちづくりプラン
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延焼遮断帯

阪神・淡路大震災、新潟県中越地震の例においても、大
規模災害における幹線道路の寸断は人命や財産に極めて
深刻な影響を及ぼしている。また、阪神・淡路大震災に
おける神戸市長田区での事例では、幅員１２m 以上の道
路が火災時の延焼防止に大きく寄与していた。
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 (様式２) 

公共事業事前評価調書（案） 

事

業

概

要

事 業 名 【道路－1】都市計画道路六角橋線（六角橋地区）整備事業 

場  所 
(所在地) 神奈川区六角橋二丁目 ～ 神奈川区六角橋五丁目 

事業目的 

六角橋線は、神奈川区西神奈川三丁目を起点とし、神奈川区片倉五

丁目に至る延長 1,920m の都市計画道路です。このうち、終点側の 630m

は整備が完了しており、その隣接区間が平成８年度より事業を進めて

います。 

本路線の六角橋地区の整備により、市内中心部を連絡する新横浜通

り（市道三ツ沢鳥山線など）と主要地方道横浜上麻生のアクセス性向

上や歩行者の安全性確保が図られ、また、地震火災時の被害を軽減す

る延焼遮断帯の形成を図ります。 

事業内容 

延長 約 350m（道路新設） 

現況：幅員 約４m、１車線（一方通行） 

計画：幅員 15m、２車線、両側歩道（3.0m 程度） 

計画交通量：約 7200 台/日 

事  業 

スケジュール

令和７年度から令和 13 年度まで 

※用地取得状況や関係機関との調整状況等により変更になる場合があ

ります。 

総事業費 
50 億円（工事費 9 億円、用地・補償費等 41 億円） 

※今後の詳細設計等の検討状況により変更になる場合があります。

位置図 

新横浜駅 

環状２号線 

横浜上麻生 

新横浜通り 

六角橋五丁目 

片倉五丁目 

六角橋二丁目 

六角橋線(六角橋地区) 
L=約 350m 

東神奈川駅 

六角橋線 

：六角橋地区 

：事業中区間 

：整備済み区間 

横浜駅 

道路ー１
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事 業 の 

必 要 性 

１ 都市計画道路としての位置付け 

当該路線は昭和 25 年に都市計画決定されており、環状２号線と横浜

市中心部を連絡する新横浜通り（市道三ツ沢鳥山線など）と主要地方道

横浜上麻生を東西方向に接続する重要な路線です。 

２ 道路ネットワークおよび歩行者安全空間としての位置付け 

地域の骨格的なネットワークを担う道路として、現況交通量の分散と

ともに、新たに歩道を設置した道路を整備することにより、歩行者の安

全性の向上が期待されます。 

３ 地震火災対策重点路線としての位置付け 

当該区間は、平成 26 年３月に制定し、平成 27 年 3 月に改正した「横

浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」において、重点的に対策

を実施する「対象地域」に位置しています。 

対象地域において、延焼遮断帯の早期形成の観点等から、「地震火災

対策重点路線」として位置付けています。 

【別紙１「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」（抜粋）】 

事業の効果 

（費用便益分析等） 

１ 定性的事項 

(1)アクセスの向上

当該路線は、環状２号線と横浜市中心部を連絡する新横浜通り（市道

三ツ沢鳥山線など）と主要地方道横浜上麻生を東西方向に接続する道

路ネットワークの形成に寄与することから、地域拠点へのアクセス性

が向上します。 

(2)安全性の向上

当該区間に並行する現道（市道片倉六角橋線など）は、複数系統のバ

スが運行する路線ですが、歩道がないため、自動車と歩行者が近接して

いる状況です。 

当該区間を整備することで、歩道の設置と交通の分散が図られ、交通

安全性が確保されます。 

(3)道路整備による減災効果

地震火災対策重点路線として当該区間を整備し、延焼遮断帯を形成

することで大規模地震時における延焼被害の軽減を図ります。 
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２ 定量的事項（費用便益分析） 

国土交通省の費用便益分析マニュアル（令和５年 12 月）に基づき費用

便益比（Ｂ／Ｃ）を算出しています。 

総便益(B) 83 億円 

総費用(C) 41 億円 

費用便益比(B/C) 2.0 

※社会的割引率は４％

※便益については、走行時間の短縮、走行経費の減少、交通事故の減少

を計上しています。

費用については、道路整備に要する工事費、用地費、補償費、間接経費

等を計上しています。 

環境への配慮 
無電柱化により、防災力・安全性・快適性の向上ならびに良好な景観形

成を図るよう努めます。 

地域の状況等 

「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針」は、市民意見募集を

経て策定しています。 

また、事業の実施にあたっては、事業認可取得前に関係地権者及び周辺

地域の方々を対象に情報提供や説明会等を実施しながら進めます。 

事業手法 公共発注方式による 

その他 なし 

添付資料 
別紙１ 横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針（抜粋） 

別紙２ 現地の状況（写真）、標準横断図 

担当部署 道路局 計画調整部 企画課 ( ℡ 671-2777 ) 



横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針  

（制定）平成 26 年３月 

（最終改正）平成 27 年３月 

横浜市政策局、都市整備局 

【別紙１】
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目 次 

Ⅰ 方針策定の背景と目的 P 1
１ 背景  

(1) 地震防災戦略の策定等

(2) 新たな地震火災対策の必要性

２ 方針の策定 

３ 方針の位置づけ（防災計画、地震防災戦略との関係） 

４ 密集住宅市街地におけるこれまでの取組（いえ・みち まち改善事業） 

Ⅱ 方針の基本的な考え方 P 4
１ 基本的な考え方 

２ 取組の方向性 

３ 対象地域 

(1) 対象地域の考え方

(2) 重点対策地域（不燃化推進地域）

(3) 対策地域

Ⅲ 具体的な施策 P22
１ 地震火災対策に係る「地域防災力・消防力向上施策」 

(1) 出火率の低減

(2) 初期消火力の向上

(3) 公設消防力の充実・強化

２ 防災まちづくり施策 

(1) 地震火災対策重点路線の整備

(2) 建築物の不燃化（面的対策）

(3) 狭あい道路拡幅整備

(4) 小広場等・防火水槽の整備

(5) 耐震診断・改修補助

Ⅳ 地震火災対策の更なる推進方策の検討 P29
１ 防災上課題のある空家の除却、跡地の活用 

２ 耐震改修補助制度と連動した建築物の防火性能の向上 

３ 専門家派遣による除却・不燃化建替の促進 

４ 「建替困難地域」の建替の誘導 

５ 固定資産税、都市計画税の税制優遇による不燃化建替の促進 

６ 「町の防災組織」等による「防災まちづくり事業」の促進 

７ 新たな消防水利等の促進 

Ⅴ 推進体制 P31

参考資料 P32
１ 横浜市地震被害想定 

(1) 元禄型関東地震による焼失棟数：冬１８時、風速 6m/s

(2) 前回の被害想定との比較

２ 横浜市地震防災戦略の減災目標 

３ クラスターの考え方

４ 更新履歴
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２ 防災まちづくり施策 

・重点対策地域（不燃化推進地域）において、規制誘導手法の導入等、従来よりも踏み込んだ対策

を進めます。

・対象地域において、延焼遮断帯の早期形成の観点等から、地震防災戦略の目標年次(平成 34 年度)

までの間で、整備及び沿道不燃化を推進する都市計画道路を「地震火災対策重点路線」として位

置づけます。 

（１）「地震火災対策重点路線」の整備【道路局・都市整備局・建築局】 

・地震被害想定による延焼範囲を分断する都市計画道路を整備するとともに、その沿道と既

設の都市計画道路の沿道の建築物について、防火性能の高い「準耐火建築物」※以上とす

る「新たな防火規制」の導入と除却・不燃化建築補助との連動により、建築物の不燃化の

促進を図り、延焼遮断帯を形成することで、大規模地震時における延焼被害の軽減を図り

ます。

・なお、今後の事業の進め方は、予算状況や地域実状等を踏まえ、対応します。

・また、沿道の新たな防火規制を導入する区域は、現地調査等を行い必要性について検証し

たうえで確定します。

※ 準耐火建築物：柱や梁などの建築物の重要な部分を不燃化材で覆い、主要部材が一定

時間以上火に耐えられる構造にしたもの 

＜地震火災対策重点路線＞ 

(ア)整備及び沿道不燃化：六角橋線(神奈川区)、汐見台平戸線(南区)、

泥亀釜利谷線（金沢区） 

(イ)沿道不燃化のみ    ：山元線(中区)、桜木東戸塚線(南区) 

・(ア)、（イ）以外の「地震火災対策重点路線」については、事業化に向けた検討状況を

踏まえ、地震火災対策を着実に推進するために、平成 26 年度に設置する「地震火災対

策推進プロジェクト」において、適宜追加することができることとします。

・なお、「地震火災対策重点路線」の候補路線は、図表 20 及び 21 に示す路線を想定して

います。
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図表 20 地震火災対策重点路線及び候補路線 

地震火災対策重点路線 

候補路線 

六角橋線

鶴見三ツ沢線 鶴見北寺尾線 

岸谷線 

山元線 

横浜駅根岸線 

汐見台平戸線 

保土ケ谷常盤台線

桜木東戸塚線

泥亀釜利谷線 

桂町戸塚遠藤線
環状３号線 

中田三ツ境線
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図表 21 地震火災対策重点路線及び候補路線 

区 
名 称 代表幅員 

（m） 

地震火災対策 

重点路線 
候補路線 

番 号 路線名 

鶴 見 

3・4・23 鶴見三ツ沢線 18 - ○ 

3・4・24 鶴見北寺尾線 18 - ○ 

3・4・27 岸谷線 18 - ○ 

神奈川 3・5・8 六角橋線 15 ○ - 

中 
3・3・4 横浜駅根岸線 25 - ○ 

3・6・1 山元線 11 ○ - 

南 
3・4・1 桜木東戸塚線 18 ○ - 

3・5・2 汐見台平戸線 15 ○ - 

保土ケ谷 3・4・11 保土ケ谷常盤台線 18 - ○ 

金 沢 3・5・3 泥亀釜利谷線 15 ○ - 

港 北 3・4・23 鶴見三ツ沢線 18 - ○ 

戸 塚 3・3・16 桂町戸塚遠藤線 22 - ○ 

泉 

3・3・11 環状３号線 22 - ○ 

3・3・16 桂町戸塚遠藤線 22 - ○ 

3・6・3 中田三ツ境線 11 - ○ 
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【別紙２】 

現地の状況(写真) 

標準横断図 

※今後変更になる場合があります。

神奈川大学 

六角橋線（六角橋地区） 

写真１ 
写真２ 

写真３ 写真４ 写真５ 
写真６ 

写真７ 

車道 
6.0m 

15m 

自転車通行帯 

1.0m 

路肩 
0.5m 

歩道等 
3.0m 

自転車通行帯 

1.0m 

路肩 
0.5m 

歩道等 
3.0m 

片倉六角橋線 
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写真１ 

写真２ 

10

01192003
多角形

01192003
多角形



写真３ 

写真４ 
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01192003
多角形

01192003
多角形



写真５ 

写真６ 
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01192003
多角形

01192003
多角形

01192003
楕円

01192003
楕円

01192003
楕円

01192003
楕円

01192003
楕円

01192003
楕円

01192003
楕円

01192003
楕円

01192003
楕円



写真７ 
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01192003
多角形

01192003
長方形

01192003
長方形
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